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国立大学法人佐賀大学「教職員等の海外渡航に関する指針」の改訂ついて（通知） 

標記の件について、本学における教職員等の海外渡航については、「教職員等の海外渡航

に関する指針」（令和４年１１月２２日役員会決定）で定めているところですが、この度、 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更、海外出張中のリスクへの対応

強化に伴い、別紙のとおり改訂いたしましたのでお知らせします。 

 つきましては、本通知日以降は、改定後の対応方針に基づきご対応くださいますよう 

お願いいたします。 
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